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【手続補正書】
【提出日】令和1年6月7日(2019.6.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性基板の主表面上に、エッチングストッパー膜およびパターン形成用薄膜がこの順
に積層した構造を備えるマスクブランクであって、
　前記パターン形成用薄膜は、前記エッチングストッパー膜の表面に接して設けられ、
　前記パターン形成用薄膜は、ケイ素を含有し、
　前記エッチングストッパー膜は、ケイ素、アルミニウムおよび酸素を含有し、前記パタ
ーン形成用薄膜側が前記透光性基板側よりも前記ケイ素および前記アルミニウムの合計含
有量に対する前記ケイ素の含有量の原子％による比率が高いことを特徴とするマスクブラ
ンク。
【請求項２】
　前記エッチングストッパー膜は、前記透光性基板側から前記パターン形成用薄膜側に向
かって前記ケイ素および前記アルミニウムの合計含有量に対する前記ケイ素の含有量の原
子％による比率が高くなる組成傾斜膜であることを特徴とする請求項１記載のマスクブラ
ンク。
【請求項３】
　前記エッチングストッパー膜は、ケイ素、アルミニウムおよび酸素からなることを特徴
とする請求項１または２に記載のマスクブランク。
【請求項４】
　前記エッチングストッパー膜は、酸素含有量が５０原子％以上であることを特徴とする
請求項１から３のいずれかに記載のマスクブランク。
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【請求項５】
　前記パターン形成用薄膜側のエッチングストッパー膜は、前記ケイ素および前記アルミ
ニウムの合計含有量に対する前記ケイ素の含有量の原子％による比率が、１／５以上であ
ることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載のマスクブランク。
【請求項６】
　前記パターン形成用薄膜側のエッチングストッパー膜は、前記ケイ素および前記アルミ
ニウムの合計含有量に対する前記ケイ素の含有量の原子％による比率が、４／５以下であ
ることを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載のマスクブランク。
【請求項７】
　前記エッチングストッパー膜は、アモルファス構造および微結晶構造の少なくともいず
れかの構造を有することを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載のマスクブランク
。
【請求項８】
　前記エッチングストッパー膜は、厚さが３ｎｍ以上であることを特徴とする請求項１か
ら７のいずれかに記載のマスクブランク。
【請求項９】
　前記パターン形成用薄膜は、ケイ素および窒素を含有することを特徴とする請求項１か
ら８のいずれかに記載のマスクブランク。
【請求項１０】
　前記パターン形成用薄膜は、位相シフト膜であり、
　前記位相シフト膜は、露光光を１％以上の透過率で透過させる機能と、前記位相シフト
膜を透過した前記露光光に対して前記位相シフト膜の厚さと同じ距離だけ空気中を通過し
た前記露光光との間で１５０度以上２００度以下の位相差を生じさせる機能とを有するこ
とを特徴とする請求項１から９のいずれかに記載のマスクブランク。
【請求項１１】
　前記位相シフト膜上に、遮光膜を備えることを特徴とする請求項１０記載のマスクブラ
ンク。
【請求項１２】
　請求項１から９のいずれかに記載のマスクブランクの前記パターン形成用薄膜に転写パ
ターンが設けられていることを特徴とする転写用マスク。
【請求項１３】
　請求項１１記載のマスクブランクの前記位相シフト膜に転写パターンが設けられ、前記
遮光膜に遮光帯を含むパターンが設けられていることを特徴とする転写用マスク。
【請求項１４】
　請求項１から１１のいずれかに記載のマスクブランクを製造する方法であって、
　前記透光性基板上に、アルミニウムおよび酸素を含有する前記エッチングストッパー膜
を形成する工程と、
　前記エッチングストッパー膜に接してケイ素を含有する前記パターン形成用薄膜を形成
する工程と、
　前記エッチングストッパー膜およびパターン形成用薄膜が形成された後の透光性基板に
対し、４００℃以上の温度での加熱処理を行う工程と、
を有することを特徴とするマスクブランクの製造方法。
【請求項１５】
　前記エッチングストッパー膜を形成する工程は、酸素含有量が６０原子％未満であるエ
ッチングストッパー膜を形成する工程であることを特徴とする請求項１４記載のマスクブ
ランクの製造方法。
【請求項１６】
　請求項１１記載のマスクブランクを用いた転写用マスクの製造方法であって、
　ドライエッチングにより前記遮光膜に転写パターンを形成する工程と、
　前記転写パターンを有する遮光膜をマスクとし、フッ素系ガスを用いるドライエッチン
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グにより前記位相シフト膜に転写パターンを形成する工程と、
　ドライエッチングにより前記遮光膜に遮光帯を含むパターンを形成する工程と
を備えることを特徴とする転写用マスクの製造方法。
【請求項１７】
　請求項１２または１３に記載の転写用マスクを用い、半導体基板上のレジスト膜に転写
パターンを露光転写する工程を備えることを特徴とする半導体デバイスの製造方法。
【請求項１８】
　請求項１６記載の転写用マスクの製造方法により製造された転写用マスクを用い、半導
体基板上のレジスト膜に転写パターンを露光転写する工程を備えることを特徴とする半導
体デバイスの製造方法。
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